
別表１（第２条関係） 

※ＣО2固定量に関しては，平成 31 年４月１日以降に完成した木造建築物を対象とする。 

 

交付金の交付の対象

となる事業 
交付対象経費 交付金の額 交付対象者 

ＣО2吸収 森林吸収源対策に寄

与する以下の行為に

係る経費（領収書等

で単価や費用，仕様

等が確認できる経費

に限る） 

 

１ 森林の維持管理

費（過去５年以内

に施業等を実施し

たものに限る。） 

２ 企業等のＣＳＲ 

活動費（森林の循 

環利用を促進する 

ものに限る。） 

３ 照明設備のＬＥ 

Ｄ化 

４ 県産材木製品の 

購入 

５ 庭木（木本類）の 

購入 

６ 木質バイオマス 

の調達 

７ 木質バイオマス 

ボイラー維持費

（但し、機器のメ

ンテナンス費用に

限るものとする。） 

８ その他○長が認 

めたもの 

交付対象経費と認

証を受けた吸収量

(１ｔ－ＣО2）当た

り３，０００円を乗

じた額のいずれか

低い額 

交付金を申請しようと

する年度及びその前年

度に、鹿児島県からＣ

О2 吸収量認証を受け

た企業、ＮＰО法人、

森林ボランティア団

体、その他○長が適当

と認める団体等 

（ただし、県のＣО2

認証の対象となった行

為に対し、他の補助金

の交付を受けている場

合は除く。） 

ＣО2固定 交付対象経費と認

証を受けた固定量

（１ｔ－ＣО2）当

たり４，５００円を

乗じた額のいずれ

か低い額 

交付金を申請しようと

する年度及びその前年

度に、鹿児島県からＣ

О2 固定量認証を受け

た○○市（町村）内の

木造建築主（ただし、

県のＣО2 認証の対象

となった行為に対し、

他の補助金の交付を受

けている場合は除く。） 

ＣО2排出削減 交付対象経費と認

証を受けた排出削

減量（１ｔ－ＣО2）

当たり１，５００円 

を乗じた額のいず

れか低い額（年間○

○万円を上限とす

る。） 

交付金を申請しようと

する年度及びその前年

度に、鹿児島県からＣ

О2 排出削減量認証を

受けた事業者、公共施

設管理者等（ただし、

県のＣО2 認証の対象

となった行為に対し、

他の補助金の交付を受

けている場合は除く。） 


